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１ 2012年度研究会 

 2012 年 6 月 1 日（金）、立命館大学・朱雀キャンパスで、今年度の大会が開催されました。

例年通り、午前中に運営委員会が開かれ、午後に総会（事務総会）と研究会が行われまし

た。 

 

研究会報告： 

テーマ 「イスラームと体制転換」 

■企画の趣旨説明 伊藤知義（中央大学） 

■報告 

タイ司法裁判所におけるイスラーム法適用―「イスラーム法ハンドブック」の意義             

     今泉慎也（アジア経済研究所） 

イスラーム法における債権譲渡をめぐる諸問題とイスラーム債券：マレーシアを事例として 

     桑原尚子（高知短期大学） 

インドネシア宗教裁判所管轄事項の変化とその問題点：アチェ州シャリア裁判所を中心に

     島田弦（名古屋大学） 

■コメンテーター：伊藤知義（中央大学法科大学院） 

 

2 2012年度大会 

I.運営委員会について 

運営委員会で決定し、総会で承認されたのは以下の通りです。 

(1)2011/12年度の活動報告（2011.6.4~2012.6.1） 

(2)研究会  

     「イスラームと体制転換」（於：立命館大学・朱雀キャンパス） 

(3)会誌 

①13号編集：2012年6月発行の予定であったが、編集作業が遅れているとの報告があっ

た。 

②献呈について：献呈先 国会図書館、第一法規、法律時報 

③継続購入の報告：  

東大社研、京大法（以上は、大学生協を通じて購入）、一橋図、九大法、早大法文セ、北

星大図、名古屋大、国際民商事法センター 
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中央大学ロースクールが新規購入の予定 

なお、北大法学部資料室、神戸大学については会員が寄贈している。 

④値段：1000円（一冊あたり） 

(4)事務局ニュース 

2 回。（12 月：研究総会記録、運営委員会記録、次回企画、4 月：企画要旨、研究総会告

知） 

(5)会員に関する報告 

①現状 会員数79名 

 2011年度会費納入45名、5年以上未納者11名） 

②会費を 2012年度より年4000円（2011年度まで 4500円）に値下げする。 

(6)名簿  

長期未納者の未処理のため発行できず。暫定版を作って整備していく。 

(7)決算 

以下のように報告および提案がなされ承認された: 

■決算案の提出を見送ることについて 

①2010 年度決算については、不備があったことが明らかになった。それを是正したうえで、

それとの整合性のある2011年度決算案を作成する必要がある。会計担当の準備した案を

検討し、監事の意見を聞いた結果、今回は、2010 年決算の改定案と 2011 年度決算案を

提案することを見送ることにしたい。 

②理由は、次の事情により、整合的な案を準備することができなかったため： 

 

－この間に行なわれた立て替え払いの未執行分について正確に確認する充分な時間がな

かった。 

－決算書の作り方について、従来の方式を変更するという問題提起があったが、その点に

ついての共通了解を確立するに至らなかった。 

－上記二点について整理したとしても、決算書上の数値と銀行通帳上の数値とのずれが、

この間に生じた何らかの（恐らく現時点では確認できない）事情で合致しない可能性があり、

整合性のある書類を完成させるためには、その点の処理も行なう必要がある。 

③したがって、上記の諸点を解決した 2010年度決算案と 2011年決算案は、独自のＷＧ

を設けて準備し、期限を区切って（9 月末までに）運営委員会に報告し、承認を得る。そうす

ることによって、会計処理のルールについて再確認するとともに、従来不明確であった諸点

を解消することとしたい。 

④2012年度については、単年度の収入・支出案のみ（繰越金についての記述のないもの）

を提出する。 

⑤決算書の作り方をめぐる論点は、年度内に立て替えを含めて実質的に支出した額を明確
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にすることを前提としたうえで、立て替え分の清算が年度内に終了しなかった場合の扱い

（決算書への反映の仕方）にある。この点についての再確認の結果のいかんを問わず、今

後は、立て替えが行なわれた場合、会計担当および関係者は、できるだけ速やかに（年度

内に）清算を済ませるよう努めていただきたい。 

■決算作成および会計処理ルール検討のためのワーキングループ設置について 

小森田、竹森、2012年度からの会計の3名とする。 

(8)運営委員選挙 

①選挙委員：中村（委員長）、宇田川、樹神 

②選挙公示のやり直しについて 

3月31日公示の選挙人・被選挙人名簿に誤りがあったため、4月1日付けで公示をやり直

し、再度名簿および投票用紙を選挙権のある会員に送付した。 

③選挙結果（被選挙人名簿から10名連記、上位10名を当選とする） 

投票者数26名。10位が2名となったため、以下の10名を当選とした: 

鮎京、阿曽、伊藤、宇田川、小森田、坂口、篠田、島田、渋谷、杉浦、高見澤 

(9)運営委員選挙規程の改正について 

社会体制と法研究会運営委員選挙規程第 4条（選挙の公示）第 1項を以下のように改正す

ることとした（下線部が改正点）: 

旧規定：選挙の公示は、運営委員会の任期満了の２ヶ月前までに行う。 

新規定：選挙の公示は、運営委員会の任期満了の50日前までに行う。 

(10)新運営委員会（2012年6月～2013 年6 月） 

 委員長：杉浦   事務局長：渋谷   企画：渋谷 

 14号編集：伊藤（編集長）、宇田川（前編集長）、鈴木（次期編集長候補） 

 会計：佐藤   監査：木間  雑誌担当：佐藤（会計と兼任することとする） 

(11)事務局ニュース  

2－3 回発行するものとした。また一部をメールでの発送（5 月に発行するもの）とした。（9

月～10月に発行するものは郵送）。 

(12)予算  

①決算において報告があったように、繰り越し金が確定できないため、繰り越し金を含まな

い単年度の収入・支出案が提出され、承認された。 

②上記ワーキングループによる決算の確定（繰り越し金の確定）が承認されれば、それを組

み入れて予算案とする。 

(15)研究会Webページ 

http://assl.world.coocan.jp/index.htmlを運用する。 
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(16)2013年度の研究会 

2013年5月31日（金）に東京において開催する。 

企画担当：渋谷 

II.総会（事務総会） 

総会では、2011 年度の活動報告と決算に関する説明、2012 年度の活動計画と予算に関

する説明が審議され、異議なく承認されました。 

 

3 2012年度大会・研究総会 

日時：2013年5月31日（金）13時30分～（13時00分受け付け開始）（予定） 

場所：東京（詳細な会場は次回ニュースレターでお知らせします） 

研究総会テーマ：未定（企画：渋谷） 

 

4 事務局からの連絡 

会費の納入について 

 2012年度までの会費（2012年度分は 4,000円、2011年度以前は 4500円）の請求を致しま

す。 

振込用紙のみが入っていた方 

 2011年度まで納入済ですので、2012年度分の 4000円をお振り込み願います。 

振込用紙と未納分についてのお知らせが入っていた方 

 2011年度までに未納分がありますので、未納分も含めてお振り込み願います。 

納入確認後、当該年度の会誌を送付します。 

※2012年度会費をすでに納付された方には振り込み用紙は入っていません。 

 

「社会体制と法」研究会事務局 

住所 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町２－１  

神戸大学大学院法学研究科 渋谷研究室内 

研究会サイトURL: http://assl.world.coocan.jp/index.html 

 


